
 

（６）裁判費用の立替え等（民事法律扶助） 

日本司法支援センター（法テラス）では、経済的に余裕のない方など

が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、必要な場合、

弁護士・司法書士の費用等の立替えを行っています。扶助事業の対象

者は、国民及び我が国に住所を有し適法に在留する外国人です。法

人・組合等の団体は対象者に含まれません。 

 

★★問い合わせ先★★ 

日本司法支援センター（法テラス）（Ｐ１３２参照） 

 

 

  

 

（２）少額訴訟 

６０万円以下の金銭支払い請求に限り、簡易裁判所で原則として１回

だけの審理で結論が出せる訴訟手続きです。 

自分一人でも手続きできますが、原告側が争点整理や書類の準備

を行う必要があり、詳細は裁判所に相談するとよいでしょう。 

 

（３）支払督促 

金銭の支払いだけを求める場合に利用できる手続きで、簡易裁判所

の所管です。「支払督促申立書」に必要事項を書いて提出すれば、裁

判所は申立者の言い分（書類の審査）だけで、支払い督促を出します。 

相手方から異議申し立てがなければ、確定判決と同じ強制力を持つ

ことになります。 

相手が異議申し立てをすれば本訴（通常訴訟）に移行しますが、この

時点で支払督促を取り下げすれば、本訴に移行することはありません。 

 

（４）民事調停 

裁判官と調停委員が、当事者の間に入って、お互いの事情を聞き、

簡易な事案から複雑困難な事案まで、実情に応じた話合いによる解決

を図る手続きで、簡易裁判所の所管です。 

お互いが納得できなければ、調停案を受け入れる必要はなく裁判所

も強制的に受け入れさせることはできません。 

手続きが簡易で、訴訟に比べると費用も安く、特別の法律知識がなく

ても自分一人で行うことができます。 

 

 （５）本訴（通常訴訟） 

調停や他の方法で解決できない時、最後の手段として訴訟の選択と

いうことになります。裁判所で証拠を調べて、裁判官が判断し命令する

ことで、強制的に解決を図るもので、一般的には弁護士を立てて争うこ

とになり、費用対効果の検討が必要でしょう。 

 

◆主な関係条文：労働審判法２条、９条、１５条、２１条、２２条 

労働審判規則１８条、２２条 

民事訴訟法３６８条、３８６条    

第12章　その他
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